
 

 

 

 

山梨県上野原市及び静岡県南伊豆町 

からの臨時ごみ受入れについて 
 

 

■概 要 

標記の件につきまして、山梨県上野原市のごみ焼却施設は稼働から 30 年以上が経過し、

老朽化が進んでいるため、施設の維持管理に支障をきたしており、可燃ごみの処理の一部を

オリックス資源循環株式会社に委託しております。 

また、静岡県南伊豆町のごみ焼却施設においては、令和 7 年 1 月に老朽化のため稼働を停

止し、可燃ごみの処理全量を同社に委託している状況です。 

このような中、同社寄居工場の新施設が令和 10 年度に稼働するまでの期間、処理できな

いごみが発生する可能性が懸念されていることから、両市町から当市に対し、可燃ごみの受

け入れの依頼がありました。 

桐生市清掃センターでは、焼却施設に余力があることから、自治体間の相互支援の観点を

踏まえ、臨時ごみとして受け入れを実施いたしますので、下記のとおりお知らせします。 

 

記 

 

１ 搬入ごみ   可燃ごみ 

  ２ 搬入期間   令和 8 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで 

  ３ 搬 入 量   上野原市 約 500 トン/年 

           南伊豆町 約 1,000 トン/年 

  ４ 搬入車両   フルトレーラー 

  ５ そ の 他   焼却灰は外部搬出 

 

⑪住み続けられるまちづくりを⑫つくる責任つかう責任なし

 

【問い合わせ】 
市民生活部清掃センター施設担当 
担当 前原、渡邉 
TEL 0277-74-1010 

令和8年3月24日 

市民生活部清掃センター 

上野原市及び南伊豆町から、臨時ごみの受入れについ

て、当市清掃センターに依頼があったことから、受入

れを実施します。 
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